
 

   東大阪市子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項の規定に基づ

き、東大阪市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 子ども・子育て会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 子どもの保護者 

 (2) 学校教育に関する団体の代表者 

 (3) 労働者の団体の代表者 

  (4) 子ども・子育て支援に関する事業の関係者 

 (5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

 (6) その他市長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第４条 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨
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時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

３ 臨時委員の任期は、当該臨時委員に係る特別の事項の調査審議が終了するまでとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 子ども・子育て会議の会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、開くこ

とができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第７条 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する



 

委員が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「子ども・

子育て会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるもの

とする。 

（関係者の出席） 

第８条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、そ

の意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、子どもすこやか部において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、

会長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （最初の会議の招集等） 

２ 第２条第２項の規定による委嘱後最初の子ども・子育て会議の会議の招集及び会長が

選出されるまでの間における子ども・子育て会議の運営は、市長が行う。 

 （東大阪市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 



 

３ 東大阪市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年東大阪市条例第１０７号）の一

部を次のように改正する。 

  別表自立支援協議会委員の項の次に次のように加える。 

子 ど も ・ 子 育 て 会 議 委 員  日 額  ８ ， ０ ０ ０ 円  

 



 

 

東大阪市子ども・子育て会議運営に関する指針（案） 

 

（会議の招集） 

第１条 東大阪市子ども・子育て会議（以下「会議」とういう。）は、会長が召集する 

２ 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員に 

通知するものとする。 

３ 会長は、会議の議長として議事を整理する。 

（代理者の出席等） 

第２条 会長は、委員が会議に出席できない場合であって、当該委員からあらかじめ申し

出があったときは、代理人の出席を認めることができる。 

２ 代理人は、会議に出席し、発言することができる。 

（会議の公開等） 

第３条 会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に 

著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、 

会議を非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をと 

ることができる。 

（議事録） 

第４条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 
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（１）会議の日時及び場所 

（２）出席した委員の氏名（代理者が出席した場合は、その旨を含む） 

（３）議事となった事項 

２ 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中

立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときはその他正当な理由があると認

めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 

３ 前項規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は非公開とし 

た部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。 

（協力の依頼） 

第５条 子ども・子育て支援法第７６条第に基づく関係行政機関の長その他の者に対する

必要な協力等の依頼は、会長が行う。 

（雑則） 

第６条 この指針に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

２ 第１条から前条までの規定は、部会の運営について準用する。この場合において、「会

議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

附 則 

 この指針は、平成２５年  月  日から施行する。 

 



東大阪市子ども・子育て会議傍聴に関する指針 
 
（趣旨） 
第１条 この指針は、東大阪市子ども・子育て会議の傍聴にかかる手続き、遵守事項その

他必要な事項について定めることを目的とする。 
 
（傍聴の手続） 
（１）傍聴者の定員については、概ね５名程度とする。 
（２）傍聴の手続については、傍聴希望者が担当課の定める日までに、住所、氏名及び電

話番号を記載した傍聴申込書を原則としてファックス又はメールを送付することにより行

うものとする。 
（３）傍聴希望者が定員を超える場合にあっては、抽選の方法により決定する。 
（４）傍聴者を決定した場合は、その可否にかかわらず本人に通知するものとする。 
 
（傍聴できない者） 
第３条  
（１）酒気を帯びていると認められる者 
（２）会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 
（３）前各号のほか委員長において傍聴を不適当と認める者 
 
（傍聴人の守るべき事項） 
第４条  
（１）私語、談話又は拍手等をしないこと。 
（２）議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。 
（３）前各号のほか会議の妨害となるような挙動をしないこと。 
 
（撮影及び録音等の禁止） 
第５条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない 
ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りではない。 
 
（傍聴人の退場） 
第６条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、すみや

かに退場しなければならない。 
 
（係員の指示） 
第７条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。 
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（雑則） 
第８条 この指針に定めるもののほか、第１条から前条までの規定は、部会について準用
する。この場合において、「会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」

と読み替えるものとする。 
 
（細目） 
第９条 この指針の施行について必要な事項は、別に定める。 
 
附 則 
この指針は、平成２５年７月２５日から施行する。 
 



子ども・子育て支援新制度
国の動向概要

平成２５年８月２日
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• 深刻な少子高齢社会

• 核家族化に伴う孤立化

• 深刻な待機児童数の増加

（特に0歳～2歳児）

• 放課後児童クラブの不足

• 「小１の壁」

• 子育ての孤立感・負担感の増加

• 地域力の低下

子ども・子育て関連3法で改善を図る

１．子育てを取り巻く現状



２．子ども・子育て関連３法のポイント

• ①新幼保連携型認定こども園制度の創設
⇒従来の幼稚園、保育所・園別々の基準・法体系に基づく設置・監督から

設置・監督基準を一本化

• ②幼保連携型認定こども園、幼稚園、保育
所・園等を通じた共通の給付

⇒幼保連携型認定こども園、幼稚園、保育所・園を通じてすべての子どもにすべての子どもに

幼児期の学校教育・保育の総合的な提供を行う（施設型給付・地域型保総合的な提供を行う（施設型給付・地域型保
育給付）育給付）

• ③地域の子ども・子育て支援の充実
⇒妊娠期から小学６年まで家庭における子育て支援を地域全体で支える



①待機児童の解消

⇒０才～２才児の受け皿として幼保連携型の
認定こども園・小規模保育・家庭的保育

②放課後児童クラブ対象年齢見直し

③一時預かり、病児病後児保育、休日夜間保
育などの拡充

④安心して子どもを生み育てやすくするための
妊娠期からの相談支援の充実

３．施策展開の具体的イメージ



４．国の検討状況

• 子ども・子育て会議

（第1回4月26日、第2回5月31日、第3回6月21日、

第4回7月5日、第5回7月26日）

• 子ども・子育て会議基準検討部会

（第１回５月８日、第２回６月２８日、第３回７月２５日）

• 放課後児童クラブの基準に関する専門委員会

（第１回５月２９日、第２回６月２６日）



５．子ども・子育て会議の検討内容①

・基本指針の策定

⇒すべての子どもに対し、すこやかな育ちを等しく保
証するため、良質かつ適切な内容及び水準の教育
と保育を目指す

◎子ども・子育て支援の意義

◎地方自治体の事業計画の作成指針

◎制度に関する基本的事項の提示

◎記載事項の整理

⇒（１）ワークライフバランスの視点

（２）子どもを中心に据えた施策の位置づけ

（３）教育と保育における高い質と量の確保



・保育の必要性、必要量、優先順位

◇保育の必要性の認定

⇒教育のみ＜１号＞

保育の必要性あり（３－５歳）＜２号＞

保育の必要性あり（０－２歳）＜３号＞

※保育の必要性は、本人の事由による判断、
就労以外の事由も加味

子ども・子育て会議の検討内容②



・確認制度について
（定員の考え方を中心に）

・ニーズ調査の検討

⇒国・都道府県のたたき台をもとに必要量の
見込みを調査、事業計画に反映

子ども・子育て会議の検討内容③



６．基準検討部会の検討内容

• 新たな幼保連携型認定こども園の認可基準

• 地域型保育事業の認可基準について

• 公定価格・利用者負担について

• 地域子ども・子育て支援事業について

• 需給調整



７．放課後児童クラブの基準に関する専門委員会

（社会保障審議会児童部会）

主な検討事項

• 放課後児童クラブの基準について

○「子ども・子育て新システム基本制度」で例示
された内容（「施設、開所日数、開所時間な
ど」）

○放課後児童クラブガイドラインで示している
内容（例えば、関係機関・地域との連携につ
いての事項、安全対策についての事項等）







８．待機児童解消加速化プラン

○市が参加を予定しているメニュー

・幼稚園の預かり保育改修

⇒幼保連携型認定こども園

・認可外保育施設運営支援事業

⇒小規模保育

などを検討
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東大阪市の子育てを取
り巻く状況と課題につい
て
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本市の出生数と出生率
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就学前児童数（0歳～5歳児）
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待機児童数の推移
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●待機児童とは・・・
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定める７つの適用除外項目に該
当する者を除外した児童

調査日：4月1日現在
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平成２５年 年齢別待機児童数
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・在宅児童数の現状（平成２４年度）

10,083人13,611人6,232人7,379人23,694人合計

184人4,038人2,499人1,539人4,222人5歳

213人3,774人2,267人1,507人3,987人4歳

1,038人2,945人1,466人1,479人3,983人3歳

2,564人1,298人－1,298人3,862人2歳

2,822人1,026人－1,026人3,848人1歳

3,262人530人－530人3,792人0歳

在宅児童数合計
幼稚園

入園数

保育所

入所数

就学前

児童数



7

家庭児童相談室における相談件数
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○留守家庭児童育成クラブの現状と課題
[現状]
「地域運営委員会」方式とし、５３の小学校で開設

[児童福祉法改正による課題]
１ 対象児童の拡大

おおむね１０歳未満の児童から小学校６年生までに拡大

２ 設備・運営基準の条例化

国が省令で基準を定め、これを踏まえ市条例で基準を定める

（従事する者の資格、開所日数・時間など）

３ 民間事業者の参入

民間事業者が放課後児童クラブを開設する際の市への届け出義務化

市は報告徴収・検査等や事業の制限・停止命令等が可能となる



9

留守家庭児童育成クラブ実施状況

学年
入会児童数

（A）
入会児童の内
障害者の数

市立小学校
在籍児童数（B）

入会児童割合
（A/B）

１年生 1,173名 28名 3,874名 30.3% クラブ数

２年生 874名 36名 3,767名 23.2% 空き教室

３年生 621名 44名 4,037名 15.4% 専用施設

４年生 17名 17名 4,067名 指導者数

５年生 9名 9名 4,288名 在籍児童数

６年生 9名 9名 4,483名 待機児童

合計 2,703名 143名 24,516名 22.8%
市助成金
（予算額）

53クラブ

29施設

24施設

平成２５年５月１日現在
留守家庭児童育成クラブ入会状況

403,410千円

53クラブ

389,110千円

平成25年度

29施設

24施設

平成24年度

370名

2703名

47名 62名

360名

2,673名
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